
現状 インボイス制度開始後

受け取り消費税

1,150 円
同 1,150 円 同 1,150 円

労働者に支払った

消費税 909 円は

控除できる！

労働者が登録事業

者にならない場合

登録事業者になる

（インボイスを発行

する）場合

控除できない！ 909 円を控除

仕事づくりセンター

の納税額 241 円
納税額 1,150 円 納税額 241 円

労働者は納税 0 円 労働者は納税 0 円
労働者は自身で
909 円を納税








